
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度労働保険料等の申告・納付期限が 

令和２年８月３１日まで延長されました 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納付期限

（年度更新期間）について令和２年８月３１日まで延長することといたしました。 

それに伴い、口座からの振替納付日は令和２年１０月１３日になります。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少が

あった事業主の方は、申請により、労働保険料等の納付を１年間猶予することがで

きますので、裏面もあわせてご参照ください。 
 

《申告期限》 

従来 延長後 

令和２年６月１日～同年７月１０日 令和２年６月１日～同年８月３１日 
 

《納付期限》 

 従来 延長後 

全期・第１期 令和２年７月１０日 令和２年８月３１日 
 

《口座振替納付日》 

 従来 延長後 

全期・第１期 令和２年９月７日 令和２年１０月１３日 
 

 

なお、延納（分割納付）をしている場合の第２期以降の納付期限・口座振替納付

日については従来どおりとなります。 

 個別事業場 事務組合 

第２期 
納付期限 令和２年１１月２日 令和２年１１月１６日 

口座振替納付日 令和２年１１月１６日 

第３期 
納付期限 令和３年２月１日(※) 令和３年２月１５日(※) 

口座振替納付日 令和３年２月１５日 
 

(※) 労働保険料等の納付猶予（特例）申請を希望する場合の第３期納付期限は、令和３年１月２９日とな

ります。 

労働保険の年度更新は管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への郵送又は電子申請でも受け付けてお

り、直接窓口へ出向くことなく申告することが可能です。 

なお、年度更新に係るお問い合わせは、年度更新コールセンター（0120-560-710）にお問い合わせくだ

さい。 
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  ※ ご不明な点があれば、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。

なお、年度更新と併せて特例猶予を申請する場合は、年度更新コールセンターでも問い合わせ

を受け付けております。 

  
以下のいずれも満たす事業主の方が対象となります。 

① 新型コロナウイルスの影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以

上）において、事業に係る収入が前年同期に比べて（※1）概ね 20％以上減少して

いること 
   ※1 新規適用事業及び単独有期事業における取り扱いについては Q&A及び申請の手引きをご参照ください。 

② ①により、一時に納付を行うことが困難であること（※2） 
※2 「一時に納付を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考

慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。 

③ 申請書が提出されていること 

 

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の
減少があった事業主の方にあっては、申請により、労働保険料等の納

付を、１年間猶予することができます。 

○ この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、

延滞金もかかりません。 

猶予（特例）の概要 

 
令和２年２月１日から令和３年１月 31日までに納期限が到来する労働保
険料等が対象となります。 

  

 

猶予対象となる労働保険料等 

 

○ 納期限までに申請してください（※3）（※4）。 
※3 令和２年２月１日から令和２年６月 30 日までの間に納期限が到来している労働保険料等については、

令和２年６月 30日までに申請していただければ、納期限までに申請した場合と同じ取り扱いとします。 

※4 全期・第１期分については、延長後の令和２年８月 31日までに申請をお願いいたします。 

○ 所管の都道府県労働局に「労働保険料等納付の猶予申請書（特例）」等（※5）を提

出してください。（郵送又は電子申請でも受け付けております。電子申請の場合、

年度更新の申告等の添付書類として申請いただくことになります。） 
※5・根拠となる書類の準備が難しい場合は、職員が聞き取りにより確認させていただきます。 

・同一の労働保険適用事業において、国税、地方税又は厚生年金保険料等の納付猶予の特例が許可された

場合は、当該猶予許可通知書及び当該猶予申請書の写しを添付いただくことで、申請書の記載の一部が省

略できる場合があります。 

申請方法 

猶予の要件 
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